
「子どもの権利」についてより多くの人に知ってもらうために、「子どもの権利広報誌」
を作成しました。

を

杉並区子ども家庭部子ども政策担当 ０３（３３１２）２１１１（代表）

「杉並区子どもワークショップ」は、区の基本構想に掲げる子ども分野の将来像である「す
べての子どもが、自分らしく生きていくことができるまち」の実現に向けて、子どもの考え
や思いなどを幅広く聴くための取り組みの１つとして、令和５年度から実施しています。
令和６年９月から開始したシーズン３では、小学５年生から高校２年生の年代までの37人の
子どもたちが、「子どもの権利」とは何かを学び、より多くの人に「子どもの権利」を広め
るためにはどんなことが必要かを話し合ってきました。

＜子どもの権利条約＞

ユニセフホームページへ

＜子どもから意見を聴く取組＞

詳しくは杉並区公式ホームページに掲載しています

杉並区子どもワークショップ
シーズン３を実施しました！

令和６年9月７日～
令和６年12月15日

＜取組内容＞

第１回 令和６年9月７日(土)

「子どもの権利」や
「子どもの権利に関す
る条例」について学び
ました。

第３回 令和６年10月26日(土)

子どもの権利を広めるた
める目的で「子どもの権
利なみすけ」をデザイン
したり、子どもにやさし
いまちを描いて発表をし
ました。

今後の取組にもご注目ください！

杉並区では子どもの権利擁護を推進するための取組を進めています！

第２回 令和６年10月12日(土)

他自治体の条例を見な
がら「子どもの権利条
例の前文」について学
びました。

第４回 令和６年11月17日(日)

「子どもの権利」に
ついてより多くの人
に知ってもらうため
に、「子どもの権利
広報誌」を作成しま
した。

第５回 令和６年12月15日(日)

作成した「子どもの権利
なみすけ」「子どもの権
利広報誌」を発表し、
「子どもの権利を広める
ためにできること」を
テーマに区長と座談会を
行いました。

ご参加ありがとうございました♪


